
船舶事故調査報告書 

令和４年１２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 令和３年８月２９日 １４時３８分ごろ 

発生場所 福岡県福
ふく

津
つ

市勝
かつ

浦
うら

漁港南西方沖 

 神
こうの

湊
みなと

四等三角点から真方位２５７°９８０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５０.６′ 東経１３０°２８.５′） 

事故の概要 水上オートバイ岡
おか

八
はち

丸は、浮体をえい
．．

航して遊走中、浮体搭乗者が

落水して負傷した。 

事故調査の経過 令和３年９月１３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ 岡八丸、０.２トン 

 ２９１－４４６５４福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、特殊小型 

 負傷者 軽傷 ２人（浮体搭乗者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、搭乗者４人を乗せた浮体（定員１０

人分の取っ手が付いたバナナボート、以下「本件浮体」という。）を

えい
．．

航し、約２０㎞/h の速力（対地速力、以下同じ。）で直進中、左

へ旋回した際、本件浮体が遠心力で大きく振られて波を受け、傾斜し

た本件浮体から搭乗者全員が落水した。 

 船長は、旋回した際、本件浮体の方を見て搭乗者全員が落水したこ

とに気付いた。 

船長は、本件浮体の搭乗者２人の負傷を認め、救急車を要請した。 

負傷した搭乗者２人は、１人が頭部打撲及び顔面挫傷を、もう１人

が頭部挫創をそれぞれ負った。 

船長及び本件浮体の搭乗者は、固型式救命胴衣を着用していた。 

船長は、負傷した搭乗者の２人が本件浮体に前後に並んで乗ってお

り、落水時に互いの頭部が当たったものと思った。 

分析  本船は、本件浮体をえい
．．

航して直進中、船長が約２０㎞/h の速力で

左へ旋回した際、本件浮体が遠心力により右に振られて波を受けたこ

とから、傾斜した本件浮体から搭乗者全員が体を支えることができな

くなって落水し、前後に並んで乗っていた搭乗者２人の互いの頭部が

当たって負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が本件浮体をえい
．．

航して直進中、船長が約２０㎞/h

の速力で左へ旋回した際、本件浮体が遠心力により右に振られて波を

  



受けたため、傾斜した本件浮体から搭乗者全員が体を支えることがで

きなくなって落水し、前後に並んで乗っていた搭乗者２人の互いの頭

部が当たったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、浮体をえい
．．

航して旋回する場合、浮体が波を受けて傾斜

し、搭乗者が落水することがないよう波の状況と遠心力を考慮し

て操船すること。 

・船長は、浮体をえい
．．

航して遊走する場合、浮体からの搭乗者の転

落に備え、搭乗者に頭部の保護具（ヘルメット等）を着用させる

ことが望ましい。 

 


